
       令 和 ２ 年 第 ６ 回 鹿 沼 市 議 会 定 例 会 議 案 説 明 書        

 

◎ 報告第 １７号 専決処分事項の報告について  

         （損害賠償の額の決定及び和解）  

 

  令和２年４月１９日鹿沼市茂呂２４８７番４地先市道７０２１号線上におい

て、市内在住者所有の普通乗用自動車が走行中、道路陥没地に落ち、破損させた

ことに対し、損害賠償の額を１０７，５８０円とし、和解したものである。  

 

（参照条文） 地方自治法 

第１８０条  普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項

で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長

において、これを専決処分にすることができる。  

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の

長は、これを議会に報告しなければならない。  

 

       市長専決処分事項の指定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により次の事項については、これを市長において専決処分すること

ができるものとする。 

              記 

 １件１００万円以下の事件に関し、市がその当事者である和解を

すること。 

 １件１００万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定

めること。 

 

◎ 報告第 １８号 専決処分事項の報告について  

         （損害賠償の額の決定及び和解）  

 

  令和２年４月２２日鹿沼市茂呂２５４１番３地先市道７０２０号線上におい

て、宇都宮市在住者所有の小型乗用自動車が走行中、道路陥没地に落ち、破損さ

せたことに対し、損害賠償の額を７，０４７円とし、和解したものである。  

 

 



（参照条文） 報告第１７号と同じ。 

 

◎ 議案第１０３号 専決処分事項の承認について  

         （令和２年度鹿沼市一般会計補正予算（第６号）） 

 

歳出予算の更正として、いちごっこ未来応援特別給付金事業費、商業振興推進

事業費等の増減額を計上するものである。  

 

（参照条文） 地方自治法 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３

条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、

普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明ら

かであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決

しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事

件を処分することができる。ただし、第１６２条の規定による副  

知事又は副市町村長の選任の同意（中略）については、この限り

でない。 

第２項 省略 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、

次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければ

ならない。 

第４項 省略 

 

◎ 議案第１０４号 令和２年度鹿沼市一般会計補正予算（第７号）について 

 

  歳入については、国県支出金、地方交付税、市債等の増減額を計上し、歳出に

ついては、一般管理関係職員給与費、コミュニティセンター整備事業費、道路  

橋 り ょ う 災 害 復 旧 事 業 費 等 の 増 減 額 を 計 上 し た も の で 、 こ の 補 正 額 を  

240,535,000 円の増とし、予算総額を 56,348,773,000 円とするものである。 

  なお、繰越明許費及び地方債の補正については、それぞれ第２表及び第３表の

とおりである。 

 



（参照条文） 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しな

ければならない。 

第１号 省略 

(2) 予算を定めること。 

第３号から第１５号まで及び第２項 省略 

 

◎ 議案第１０５号 令和２年度鹿沼市介護保険特別会計補正予算（第２号）  

について 

 

  歳入については、国庫支出金及び繰入金の増額を計上し、歳出については、介

護保険事務費の増額を計上したもので、この補正額を 2,310,000 円の増とし、予

算総額を 8,702,694,000 円とするものである。 

 

（参照条文） 議案第１０４号と同じ。 

 

◎ 議案第１０６号 令和２年度鹿沼市下水道事業会計補正予算（第１号）に  

ついて 

 

資本的収入及び支出において、収入総額及び支出総額をそれぞれ 45,000,000

円増額補正するものである。  

  なお、地方債の補正については、第１表のとおりである。  

 

（参照条文） 議案第１０４号と同じ。 

 

◎ 議案第１０７号 辺地に係る総合整備計画の変更について  

 

  令和元年８月９日議案第５３号として議決された上・中粕尾辺地及び西大芦辺

地に係る総合整備計画について、辺地における計画事業の変更を行うためのもの

である。 

 



（参照条文） 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財     

       政上の特別措置等に関する法律 

第３条 この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村

は、当該市町村の議会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の

総合的な整備に関する財政上の計画（以下「総合整備計画」とい

う。）を定めることができる。  

第２項から第７項まで 省略 

８ 前各項の規定は、第５項の規定により総合整備計画を提出した

市町村が当該総合整備計画を変更しようとする場合について準用

する。 

 

◎ 議案第１０８号 物品購入契約の締結について  

 

  鹿沼市新庁舎整備備品購入（収納什器）に係る指名競争入札を去る１０月２７

日に行い、その結果、株式会社シブエが 45,452,000 円で落札したので、本契約

を締結するためのものである。  

 

（参照条文） 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しな

ければならない。 

第１号から第７号まで 省略 

 (8) 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について

政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をす

ること。 

第９号から第１５号まで及び第２項 省略 

       議会の議決に付すべき契約及び財産の取得  

       又は処分に関する条例 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さな

ければならない財産の取得又は処分は、予定価格２，０００万円

以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（中略）又は

財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 

 

 

 



◎ 議案第１０９号 物品購入契約の締結について  

 

  鹿沼市新庁舎整備備品購入（窓口ローカウンター・来客用イス等）に係る指名

競争入札を去る１０月２７日に行い、その結果、株式会社シブエが 59,818,000

円で落札したので、本契約を締結するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第１０８号と同じ。 

 

 

◎ 議案第１１０号 物品購入契約の締結について  

 

  鹿沼市新庁舎整備備品購入（事務用デスク・事務用イス等）に係る指名競争入

札を去る１０月２７日に行い、その結果、株式会社マツヤが 65,560,000 円で落

札したので、本契約を締結するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第１０８号と同じ。 

 

◎ 議案第１１１号 物品購入契約の締結について  

 

  鹿沼市新庁舎整備備品購入（議会・会議室・公室等）に係る指名競争入札を去

る１０月２７日に行い、その結果、株式会社鹿沼教材社が 56,056,000 円で落札した

ので、本契約を締結するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第１０８号と同じ。 

 

◎ 議案第１１２号 物品購入契約の締結について  

 

  鹿沼市立小中学校大型モニター等購入に係る指名競争入札を去る１１月５日

に行い、その結果、株式会社マツヤが 36,510,540 円で落札したので、本契約を

締結するためのものである。  

 



（参照条文） 議案第１０８号と同じ。 

 

◎ 議案第１１３号 指定管理者の指定について  

 

出会いの森総合公園及び出会いの森親水公園の指定管理者として、特定非営利

活動法人出会いの森管理協会を指定するためのものである。  

 

（参照条文） 地方自治法 

第２４４条の２ 第１項及び第２項 省略 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成す

るため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、

法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの

（以下（中略）「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理

を行わせることができる。  

第４項 省略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、

あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければな

らない。 

第７項から第１１項まで 省略 

 

◎ 議案第１１４号 市道路線の変更について 

 

上石川地内の市道について、現状に合わせて終点を変更するためのものである。 

 

（参照条文） 道路法 

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道

路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。  

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合にお

いては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならな

い。 



第３項から第５項まで 省略 

第１０条 第１項及び第２項 省略 

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定に

よる都道府県道の路線の廃止又は変更について、第８条第２項か

ら第５項まで及び前条の規定は前２項の規定による市町村道の路

線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。  

 

◎ 議案第１１５号 鹿沼市部設置条例の一部改正について 

 

新たな政策課題への効果的な取組、更なる市民サービスの向上及び行政改革に

よる組織のスリム化の推進などの観点から、既存の組織・機構を見直し、令和３

年度から新たな組織・機構でスタートするためのものである。  

 

（参照条文） 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しな  

ければならない。 

 (1) 条例を設け又は改廃すること。  

第２号から第１５号まで及び第２項 省略 

 

◎ 議案第１１６号 鹿沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例  

の一部改正について 

 

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、市議会議員の期末手当の額

を引き下げるためのものである。 

 

（参照条文） 議案第１１５号と同じ。 

 

◎ 議案第１１７号 鹿沼市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正につ 

いて 

 

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、市長、副市長及び教育長の

期末手当の額を引き下げるためのものである。 

 



（参照条文） 議案第１１５号と同じ。 

 

◎ 議案第１１８号 鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につ 

いて 

 

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、一般職の職員の期末手当の

額を引き下げるためのものである。 

 

（参照条文） 議案第１１５号と同じ。 

 

◎ 議案第１１９号 鹿沼市手数料条例の一部改正について 

 

防火管理者資格取得講習の課程修了に関する証明等に係る手数料を無料とす

るためのものである。 

 

（参照条文） 議案第１１５号と同じ。 

 

◎ 議案第１２０号 鹿沼市奨学金貸付条例の一部改正について  

 

  奨学金の貸付対象者に、新たに医療又は看護に関する教育を行う各種学校に在

学している者を加えるためのものである。 

 

（参照条文） 議案第１１５号と同じ。 

 

◎ 議案第１２１号 鹿沼市高齢者・障害者トレーニングセンター条例の一部  

改正について 

 

  施設の利用に係る使用料等を定めるためのものである。  

 

（参照条文） 議案第１１５号と同じ。 



◎ 議案第１２２号 鹿沼市下水道条例の一部改正について  

 

  古峰原水処理センターの使用料の額を引き下げることにより、市内の下水道使

用料の額の統一化を図るためのものである。 

 

（参照条文） 議案第１１５号と同じ。 

 

◎ 議案第１２３号 鹿沼市火災予防条例の一部改正について  

 

  関係省令の一部改正に伴い、急速充電設備の全出力の上限の引上げ等を行うた

めのものである。 

 

（参照条文） 議案第１１５号と同じ。 

 

◎ 議案第１２４号 鹿沼市防災会議条例の一部改正について  

 

  本市の防災体制の強化を図るため、防災会議の委員に新たに陸上自衛隊の自衛

官を加えるためのものである。  

 

（参照条文） 議案第１１５号と同じ。 

 

◎ 議案第１２５号 人権擁護委員候補者の推薦について  

 

人権擁護委員関口昌江氏が令和３年３月３１日をもって任期満了となるので、

新たに川島恵美子氏を推薦するためのものである。  

 

（参照条文） 人権擁護委員法 

第６条 第１項及び第２項 省略 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙

権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権

擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に  



 

携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体で  

あつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁

護委員の候補者を推薦しなければならない。 

第４項から第８項まで 省略 

 

◎ 議案第１２６号 人権擁護委員候補者の推薦について  

 

人権擁護委員小太刀良男氏が令和３年３月３１日をもって任期満了となるの

で、引き続き同氏を推薦するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第１２５号と同じ。 

 

◎ 議案第１２７号 人権擁護委員候補者の推薦について  

 

人権擁護委員宇賀神文惠氏が令和３年３月３１日をもって任期満了となるの

で、引き続き同氏を推薦するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第１２５号と同じ。 

 

◎ 議案第１２８号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

人権擁護委員渡邉雅紀氏が令和３年３月３１日をもって任期満了となるので、

引き続き同氏を推薦するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第１２５号と同じ。 

 

 

 

 



◎ 議案第１２９号 人権擁護委員候補者の推薦について  

 

人権擁護委員吉井和夫氏が令和３年３月３１日をもって任期満了となるので、

引き続き同氏を推薦するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第１２５号と同じ。 

 


